
＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ↑ ③=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

特定事業者コード

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（kg）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

0.24249

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

再商品化委託申込量（kg）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

８４．５円/kg

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金④=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.29537

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化委託申込量（kg）→

②

0.24554

0.25106

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等） 0.28528

（しょうゆ、乳飲料等）

12

８４．５円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの
排出見込量

（kg）

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

0.27282

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（Ａ）

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

用途

用途

簡易算定方式

自主算定方式

PETボトル 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ↑ ③=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

0.03897

⑤

0.04892

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

0.04402

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量

自主算定係数
再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

0.05884

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において製

造等をして当該事業に

おいて用いられた特定

容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品
（しょうゆ、乳飲料等）

用途

用途

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

８４．５円/kg

0.05884

0.03702

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

④=再商品化実施委託単価

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

（しょうゆ、乳飲料等）

②

再商品化委託申込量（kg）→

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

８４．５円/kg

（Ａ）

（Ａ）

12

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの

排出見込量
（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用PETボトル

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ↑ ③=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

0.50991

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（Ａ）

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

用途

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

13

７９．９円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの
排出見込量

（kg）

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

0.47605

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等） 0.55615

（しょうゆ、乳飲料等）

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金④=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.56006

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化委託申込量（kg）→

②

0.45892

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

７９．９円/kg

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

0.50053

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

再商品化委託申込量（kg）→

特定事業者コード

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（kg）

③

簡易算定方式

自主算定方式

PETボトル 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ↑ ③=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

７９．９円/kg

（Ａ）

（Ａ）

13

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの

排出見込量
（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

（しょうゆ、乳飲料等）

②

再商品化委託申込量（kg）→

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

７９．９円/kg

0.10389

0.06317

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

④=再商品化実施委託単価

前事業年度において製

造等をして当該事業に

おいて用いられた特定

容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品
（しょうゆ、乳飲料等）

用途

用途

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量

自主算定係数
再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

0.10389

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

0.06557

0.06649

⑤

0.07286

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用PETボトル

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ↑ ③=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

特定事業者コード

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（kg）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

0.58341

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

再商品化委託申込量（kg）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

７１．６円/kg

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金④=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.62748

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化委託申込量（kg）→

②

0.47875

0.56473

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等） 0.64823

（しょうゆ、乳飲料等）

14

７１．６円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの
排出見込量

（kg）

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

0.56324

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（Ａ）

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

用途

用途

簡易算定方式

自主算定方式

PETボトル 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ↑ ③=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

0.06467

⑤

0.06479

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

0.06479

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量

自主算定係数
再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

0.10833

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において製

造等をして当該事業に

おいて用いられた特定

容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品
（しょうゆ、乳飲料等）

用途

用途

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

７１．６円/kg

0.10833

0.06467

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

④=再商品化実施委託単価

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

（しょうゆ、乳飲料等）

②

再商品化委託申込量（kg）→

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

７１．６円/kg

（Ａ）

（Ａ）

14

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの

排出見込量
（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用PETボトル

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ↑ ③=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

特定事業者コード

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（kg）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

0.51787

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

再商品化委託申込量（kg）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

６１．０円/kg

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金④=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.59718

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化委託申込量（kg）→

②

0.46161

0.50760

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等） 0.60926

（しょうゆ、乳飲料等）

15

６１．０円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの
排出見込量

（kg）

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

0.54307

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（Ａ）

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

用途

用途

簡易算定方式

自主算定方式

PETボトル 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ↑ ③=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

0.05148

⑤

0.03921

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

0.03921

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量

自主算定係数
再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

0.09146

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において製

造等をして当該事業に

おいて用いられた特定

容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品
（しょうゆ、乳飲料等）

用途

用途

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

６１．０円/kg

0.09146

0.05148

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

④=再商品化実施委託単価

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

（しょうゆ、乳飲料等）

②

再商品化委託申込量（kg）→

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

６１．０円/kg

（Ａ）

（Ａ）

15

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの

排出見込量
（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用PETボトル

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ↑ ③=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

0.59352

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（Ａ）

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

用途

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

16

４５．８円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの
排出見込量

（kg）

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

0.57660

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等） 0.65204

（しょうゆ、乳飲料等）

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金④=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.64067

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化委託申込量（kg）→

②

0.50449

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

４５．８円/kg

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

0.52163

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

再商品化委託申込量（kg）→

特定事業者コード

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（kg）

③

簡易算定方式

自主算定方式

PETボトル 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ↑ ③=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

４５．８円/kg

（Ａ）

（Ａ）
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個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの

排出見込量
（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

（しょうゆ、乳飲料等）

②

再商品化委託申込量（kg）→

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

４５．８円/kg

0.08623

0.05567

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

④=再商品化実施委託単価

前事業年度において製

造等をして当該事業に

おいて用いられた特定

容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品
（しょうゆ、乳飲料等）

用途

用途

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量

自主算定係数
再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

0.08623

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

0.04154

0.05567

⑤

0.04154

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用PETボトル

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ↑ ③=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

0.59948

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（Ａ）

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

用途

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
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２９．８円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの
排出見込量

（kg）

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

0.55767

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等） 0.59094

（しょうゆ、乳飲料等）

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金④=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.65608

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化委託申込量（kg）→

②

0.50956

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

２９．８円/kg

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

0.47275

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

再商品化委託申込量（kg）→

特定事業者コード

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（kg）

③

簡易算定方式

自主算定方式

PETボトル 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ↑ ③=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

２９．８円/kg

（Ａ）

（Ａ）

17

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの

排出見込量
（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

（しょうゆ、乳飲料等）

②

再商品化委託申込量（kg）→

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

２９．８円/kg

0.08452

0.05125

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

④=再商品化実施委託単価

前事業年度において製

造等をして当該事業に

おいて用いられた特定

容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品
（しょうゆ、乳飲料等）

用途

用途

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量

自主算定係数
再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

0.08452

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

0.04870

0.05125

⑤

0.04870

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用PETボトル

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ↑ ③=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

0.59397

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（Ａ）

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

用途

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

18

０．８円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの
排出見込量

（kg）

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

0.53123

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等） 0.64029

（しょうゆ、乳飲料等）

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金④=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.66404

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化委託申込量（kg）→

②

0.50487

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

０．８円/kg

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

0.54424

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

再商品化委託申込量（kg）→

特定事業者コード

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（kg）

③

簡易算定方式

自主算定方式

PETボトル 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ↑ ③=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

０．８円/kg

（Ａ）

（Ａ）

18

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの

排出見込量
（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

個々の特定事業者の

ＰＥＴボトルの
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

（しょうゆ、乳飲料等）

②

再商品化委託申込量（kg）→

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

０．８円/kg

0.09790

0.05103

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

④=再商品化実施委託単価

前事業年度において製

造等をして当該事業に

おいて用いられた特定

容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品
（しょうゆ、乳飲料等）

用途

用途

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量

自主算定係数
再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

0.09790

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

0.07152

0.05372

⑤

0.07528

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用PETボトル

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤
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１．８円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等） 0.59366

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.55793

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.61157

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

１．８円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等） 0.50461

用途

0.47424

0.48925

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。
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前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

１．８円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.05808

（１円未満切り捨て）

0.08849

0.03935

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
⑤

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等）

（しょうゆ、乳飲料等）

用途

用途

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.08849

0.06113 （Ａ）

⑦=再商品化実施委託単価

１．８円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.03935

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤
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１．８円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.55893

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.52162

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.58696

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

１．８円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.50304

用途

0.44338

0.46957

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）
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前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

１．８円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.06064

（１円未満切り捨て）

0.08966

0.03390

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
⑤

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

用途

用途

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.08966

0.06064 （Ａ）

⑦=再商品化実施委託単価

１．８円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.03390

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤
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１．７円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.53222

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.48305

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.55200

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

１．７円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.45239

用途

0.41059

0.46920

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）
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前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

１．７円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.04663

（１円未満切り捨て）

0.08500

0.03302

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
⑤

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

用途

用途

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.08500

0.04663 （Ａ）

⑦=再商品化実施委託単価

１．７円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.03302

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤
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４．０円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.56182

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.50240

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.56264

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

４．０円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.50564

用途

0.42704

0.45011

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）
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前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

４．０円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.03482

（１円未満切り捨て）

0.08094

0.03059

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
⑤

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

用途

用途

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.08094

0.03482 （Ａ）

⑦=再商品化実施委託単価

４．０円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.03059

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤
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３．５円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.59910

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.54751

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.60115

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

３．５円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.56914

用途

0.46538

0.45086

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

23

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

３．５円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.04030

（１円未満切り捨て）

0.07556

0.03256

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
⑤

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

用途

用途

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.07954

0.04030 （Ａ）

⑦=再商品化実施委託単価

３．５円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.03256

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤
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３．３円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.65097

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.59824

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.65098

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

３．３円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.65097

用途

0.47859

0.48823

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

24

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

３．３円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.04793

（１円未満切り捨て）

0.07714

0.03365

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
⑤

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

用途

用途

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.08120

0.04793 （Ａ）

⑦=再商品化実施委託単価

３．３円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.03542

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤
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４．３円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.63195

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.57532

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.64666

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

４．３円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.60035

用途

0.46026

0.48499

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

25

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

４．３円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.04303

（１円未満切り捨て）

0.07958

0.03152

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
⑤

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

用途

用途

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.08377

0.04530 （Ａ）

⑦=再商品化実施委託単価

４．３円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.03318

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤
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１．４円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.58271

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.53966

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.59412

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

１．４円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.52444

用途

0.48569

0.47530

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）
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前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

１．４円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.03853

（１円未満切り捨て）

0.07937

0.03067

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
⑤

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

用途

用途

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.07937

0.04056 （Ａ）

⑦=再商品化実施委託単価

１．４円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.03408

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤
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３．３円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.61252

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.57749

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.61971

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

３．３円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.55127

用途

0.51974

0.49576

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）
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前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

３．３円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.04070

（１円未満切り捨て）

0.06953

0.03021

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
⑤

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

用途

用途

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.07319

0.04070 （Ａ）

⑦=再商品化実施委託単価

３．３円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.03357

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.56555

用途

0.50280

0.47941

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

２．３円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.63921

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

0.62839

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.59153

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

28

２．３円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

0.03326

⑤

⑦=再商品化実施委託単価

２．３円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.07481

0.04640 （Ａ）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、

その他調味料）

用途

用途

0.04640

（１円未満切り捨て）

0.07107

0.03160

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数 再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

２．３円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

28

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.51741

用途

0.45780

0.50021

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

２．０円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.58848

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.57490

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.53858

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

29

２．０円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

＝ ×

÷ １，０００÷ １，０００
簡易算定方式

＝ ×

÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

0.03083

⑤

⑦=再商品化実施委託単価

２．０円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.07151

0.04627 （Ａ）

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

用途

用途

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑤

２．０円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.04395

（１円未満切り捨て）

0.06793

0.02929

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

29

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

平成

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

30

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.51810

用途

0.43487

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

４．１４円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

４．１４円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

0.50656

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.56284

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.54537

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.51162

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤

＝ ×

÷ １，０００÷ １，０００
簡易算定方式

＝ ×

÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

平成

0.02509

⑤

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

⑦=再商品化実施委託単価

４．１４円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.06583

0.04286 （Ａ）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

用途

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑤

４．１４円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.04072

（１円未満切り捨て）

0.06253

0.02384

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

30

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.46979

用途

0.41211

0.43076

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

２．０円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.50677

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.49452

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.45790

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

31

２．０円/kg

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

＝ ×

÷ １，０００÷ １，０００
簡易算定方式

＝ ×

÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

0.02302

⑤

⑦=再商品化実施委託単価

２．０円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.06353

0.03568 （Ａ）

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

用途

用途

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑤

２．０円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.03568

（１円未満切り捨て）

0.06035

0.02302

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

31

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。
注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.48736

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.45042

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.49634

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

３．２円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

0.42189

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

３．２円/kg

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.46299

用途

0.40538

令和

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

2

＝ ×

÷ １，０００÷ １，０００
簡易算定方式

＝ ×

÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。
注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

2

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

（１円未満切り捨て）

0.03108

（１円未満切り捨て）

0.06107

0.02137

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑤

３．２円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

用途

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.06429

0.03108 （Ａ）

⑦=再商品化実施委託単価

３．２円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

令和

0.02137

⑤

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

令和

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

3

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.37724

用途

0.34517

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

４．５円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

４．５円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

0.36577

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.43032

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.41916

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.38352

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

令和

0.01643

⑤

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

⑦=再商品化実施委託単価

４．５円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.04674

0.02683 （Ａ）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

用途

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑤

４．５円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.02683

（１円未満切り捨て）

0.04674

0.01643

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

3

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

令和

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

4

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.33845

用途

0.31366

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

５．０円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

５．０円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

0.32717

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.38490

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.37605

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.34851

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤

＝ ×

÷ １，０００÷ １，０００
簡易算定方式

＝ ×

÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

令和

0.01443

⑤

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

⑦=再商品化実施委託単価

５．０円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.04578

0.02614 （Ａ）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

用途

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑤

５．０円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.02483

（１円未満切り捨て）

0.04578

0.01443

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

4

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

令和

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

5

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.39635

用途

0.34382

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

１４．０円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

１４．０円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

0.36059

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.42423

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.41721

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.38203

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤

＝ ×

÷ １，０００÷ １，０００
簡易算定方式

＝ ×

÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

令和

0.01811

⑤

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

⑦=再商品化実施委託単価

１４．０円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.05543

0.02808 （Ａ）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

用途

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑤

１４．０円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.02668

（１円未満切り捨て）

0.05543

0.01811

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

5

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

令和

特定事業者コード

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

6

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

（Ａ）

（Ａ）（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.25312

用途

0.23282

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

６．５円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

６．５円/kg
再商品化委託申込量（ｋｇ）→

（１円未満切り捨て）

0.23071

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.27142

用途別再商品化義務量
自主算定係数

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

0.26645

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.24507

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

食料品

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より
追加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量

(kg)
③

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑤

＝ ×

÷ １，０００÷ １，０００
簡易算定方式

＝ ×

÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

PETボトル 利用事業者用

申込用紙２－ＰＥＴボトル－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=(A)～(Ｃ)の合計

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

清涼飲料 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

↑ ⑥=（A)～（C）の合計
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

注２）「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。

令和

0.01295

⑤

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

⑦=再商品化実施委託単価

６．５円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.03555

0.01827 （Ａ）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

（しょうゆ、乳飲料等、
その他調味料）

用途

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑤

６．５円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

（Ａ）

（１円未満切り捨て）

0.01735

（１円未満切り捨て）

0.03555

0.01295

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

注３）「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」「アルコール発酵調味料（平成29年度より追
加）」です。（改正法施行規則第４条に基づく）

6

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ＰＥＴボトルの
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

食料品

特定事業者コード

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用PETボトル

申込用紙２－ＰＥＴボトル－製造等


